
  昭和２０年(1945)
     8月15日  文部省、終戦に関して訓令

　昭和２１年(1946)
     7月 5日　文部省、公民館設置運営要綱（通称「寺中構想」）を通達
     9月 1日　相模原町連合青年団発足（構成員 7,300人）

　昭和２２年(1947)
     3月31日　教育基本法・学校教育法公布
    12月17日　県立神奈川公民館設置

  昭和２３年(1948)
    11月20日　大沢小学校に公民館兼講堂が竣工、同時に校庭を拡張

  昭和２４年(1949)
     1月　　　町、「公民館設置促進に関する方針について」を各支所長に通知
     6月10日　社会教育法公布
    10月12日　公民館設置条例を公布（昭39.9.17廃止）
           　 大沢公民館・上溝公民館設置（条例による初めての公民館設置）
　　12月 1日　大沢公民館、初めての社会学級青年部（青年学級の前身）を開催（～昭25.3.20）

  昭和２５年(1950)
     4月　　　町、公民館設置方針を作成
　　 5月 1日  橋本公民館・相原公民館・小山公民館及び大野南公民館設置
　   5月30日　新戸・磯部地区青年、「青年学級設置について」を町に陳情
　　10月 　 　相原公民館、初めての地区体育祭を開催
    10月23日　上溝成人学校が開校（～昭26.3.15）
　　11月 1日　新磯公民館設置（新磯小学校に併置）
　　11月22日　大沢公民館、初めての公民館まつりを開催（市域で最初）
　　12月21日　麻溝公民館設置（麻溝小学校に併置）
          　  ＊このころ、各公民館で社会学級・成人学級が盛んに開催される

  昭和２６年(1951)
    11月 　 　大沢公民館が文部大臣から優良公民館表彰を受ける
    11月30日  全国公民館連絡協議会発足
    12月20日　田名公民館設置

  昭和２７年(1952)
     2月 　 　橋本公民館、第１回青年学級開設
     3月10日　県公民館連絡協議会発足
     7月 8日  大野北公民館設置
     8月 8日　県立社会教育会館開館（神奈川公民館廃止）
　　12月27日　大野中公民館設置

  昭和２８年(1953)
     8月14日　青年学級振興法公布
　　10月10日  青年学級開設規則を制定

  昭和２９年(1954)
     4月 　 　法制定後の初めて青年学級を開設（11学級）
　　10月16日　野間公民館（財団法人野間奉仕会）開設
　　11月20日  市制施行（相模原市教育委員会と改称）

  昭和３１年(1956)
     3月 　   初めての文部省委嘱婦人学級を新磯地区で開催

  昭和３３年(1958)
     4月 1日　星ヶ丘公民館・清新公民館・中央公民館・国立病院前（昭34.5.1相模台）
    　        公民館設置（15組織公民館体制）
     5月 1日  相模原市公民館連絡協議会発足

  昭和３４年(1959)
　   4月30日  社会教育法改正（社会教育主事の必置等）
    12月28日　文部省、公民館の設置及び運営に関する基準について告示

  昭和３５年(1960)
     4月 1日  市教委、社会教育主事を初めて配置する。

  昭和３９年(1964)
     3月10日　清新小学校講堂（兼公民館）完成　
     9月17日　市立公民館条例を公布（市立公民館設置条例は廃止）

相模原市立公民館関係年表


